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質の高い在宅医療・訪問看護の推進
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在宅医療・訪問看護のポイント

24時間365日の体制で、重症患者中心にした在宅医療を後押しするべく施設基準を厳格化。人口減少地域等での体制確保が重視さ

れ、人口少数地域において外来・在宅医療の確保支援や緊急入院受入を行う病院を評価する「医療提供機能連携確保加算」（入院初
日600点、医学管理50点）が新設されます。また、在宅療養支援診療所等の機能強化として、継続的な賃上げを実施している場合の
ベースアップ評価料の区分が設けられます

• 在宅医療充実体制加算の新設及び在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の廃止（要件を満たせば2倍に）：在宅医療において積極

的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の要件及び評価を見直した上で、在宅医療
充実体制加算に名称を変更

• 往診時医療情報連携加算の見直し：地域における24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更に推進する観点から、
被支援側が機能強化型の在宅療養支援診療所・病院以外である場合においても算定可能とする。

• 連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し：平時から訪問診療等を行っている医師により、時間外往診体制を確保している
施設と、それ以外の施設に評価を分ける。

• 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の月２回訪問診療区分の要件の見直し

• 在宅療養支援診療所・病院の見直し：第三者（株式会社等）によって24時間連絡体制等を確保する場合の要件明確化

• 業務継続計画（BCP)の策定及び定期的な見直しを行うことを要件に追加する。

• 薬剤師同行訪問: 「訪問診療薬剤師同時指導料」（300点、6月に1回）を新設。

• 残薬対策に係る在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し

• 在医総管（含む施設）で、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件に追加

• へき地診療所の在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保している場合においては、
へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能
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（改定前の課題）
• 外来需要縮小が見込まれている中で、外来クリニックの新たな役割や出口戦略が課題。
• 在宅療養支援診療所は高い収益を上げているとの調査もあり、地域への還元のあり方も論点に。
• 軽症患者への過剰な訪問診療など、医療費抑制の必要性も。

3

都市部在支診偏重 → かかりつけ医を軸とした地域医療体制 を重視

外来クリニックの機能強化

・逆紹介の推進 ・地域包括診療加算の見直し

・D to P with N ・24h対応体制のサポート

紹介

2人主治医制

軽症患者の
訪問診療抑制

訪問看護ステーション

重症患者対応

重複する24h体制
の見直し

在宅医療の適正化・機能強化

・往診サポート ・機能強化

・過剰訪問の抑制 ・24h体制の厳格化

大病院 外来中心のクリニック 在宅医療体制

財源

財源

（改定の方向性）
・外来クリニックの訪問診療参加を促進 （在支診よりも優先）
・外来→在宅医療の円滑な移行と、都市部以外の地域での在宅医療の担い手拡大を図る

救急搬送の増加

地域の
かかりつけ医へ

患者

円滑な在宅移行

往診・24hサポート

D to P with N
地域包括診療料
対象者拡大

大病院からの
紹介増

オンライン診療で
緊急対応

24h体制負担減
訪問診療可能に

地域のかかりつけ医を推進

・逆紹介割合による減算

・2人主治医制

在宅医療充実体制

その他の在支診
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在宅医療充実体制加算（旧：在宅緩和ケア充実診療所・病院加算）

1. 名称の変更

【現行】在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

【改定】在宅医療充実体制加算 に名称変
更。

2. 施設基準の見直し

名称変更に伴い、施設に求められる要件
（施設基準）の焦点が「緩和ケア」から「重症
な在宅患者の診療」へと変更されます。

• 【現行】「在宅緩和ケアを行うにつき十分
な体制が整備され、相当の実績を有して
いること」

• 【改定】「地域の重症な在宅患者に対し
質の高い診療を行うにつき十分な体制
が整備され、相当の実績を有しているこ
と」

3. 評価（算定点数）の大幅な引き上げ

在宅医療において積極的役割を担う医療機
関を更に評価する観点から、各医学管理料
等における加算点数が、現行の2倍の点数
へと大幅に引き上げ。
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5令和８年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 2026.3.5

在宅医療充実体制加算の新設

加算が倍増
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往診時医療情報連携加算

出所：厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会（第647回） 総－1 個別改定項目について、総－２別紙１－１ 医科診療報酬点数表
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退院後訪問栄養食事指導料

1. 算定回数・期間の限度

• 算定期間: 当該保険医療機関を退院した日から
起算して1月以内（退院日を除く）の期間に限定。

• 算定回数: 上記の期間内に4回を限度として算定
可能。

2. 対象となる患者

以下のいずれかに該当し、円滑な在宅療養への移
行・継続のために支援が必要な患者が対象。

• 疾病治療の直接手段として、医師が発行する食
事箋に基づく「特別食」を必要とする患者
※特別食の例：腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧
血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、小
児食物アレルギー食など（単なる流動食や軟食は除く）

• がん患者

• 摂食機能または嚥下機能が低下した患者

• 低栄養状態にある患者

4. その他の留意点（併算定・交通費等）

• 交通費の取り扱い: 指導に要した交通費は、患家
の負担（実費）。

• 併算定不可の項目： この点数を算定する場合、同
じ期間に「外来栄養食事指導料」や「在宅患者訪問
栄養食事指導料」を別に算定できない。
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8令和８年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 2026.3.5

機能強化型在支診・在支診の24時間対応体制の厳格化
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9メディヴァ作成

機能強化型在支診・在支診の24時間対応体制の厳格化

施設類型
（在医総管等）

機能強化型在支診（単独・連携）
※在支病は別

従来の在支診病 在支診病以外

患家への案内 往診担当医氏名、担当日等を文書で患家に提供

コール体制

コールセンターが担う場合は、
①あらかじめ患家に説明、②コールセンターからの連絡を24時間対応

（自院でコール体制がある場合は問題ない）

往診体制

• 連携体制等で確保
• 自院で平時から訪問診療を行っている医師
による往診体制（月4回以上）を確保
（医師の条件）

①前日からカルテ閲覧可能
②担当医師と方針を共有
③当該医療機関で往診10回以上

もし予定外の往診医になった場合でも、
①往診日以前に常勤医師と事前面談
②診療方針等の共有を行っている

満たせない場合は、在支診以外

満たせない場合は、従来の在支診

満たせない場合は、在支診以外
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月2回以上訪問診療を行う患者の対象の厳格化

1. 施設基準の厳格化（重症患者割合の
要件化）

• 在宅時医学総合管理料・施設入居時
等医学総合管理料「月2回以上訪問
診療を行っている場合」の点数を算
定する患者数に占める重症度の高い
患者が２割以上

• 具体的には、以下のいずれかを満た
す必要がある。

➢ 当該医療機関において、月2回以
上訪問診療を行う患者の延べ診
療月数が30月未満

➢ 月2回以上訪問診療を行う患者数
に占める、「特掲診療料の施設基
準等別表第8の2」または「別表第
8の3」に該当する患者の割合が２
割以上であること。

2. 基準を満たさない場合の減算措置

• 基準を満たさない場合、「月2回以上
訪問診療を行っている場合」に代えて、
「月1回訪問を行っている場合」を算
定する。

【在宅時医学総合管理料】

［算定要件］

注16 １のイの(2)、１のイの(3)､１のロの(2)､１のロの(3)、２のロ、２のハ、３のロ及び３のハについて、
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ１のイの(4)、１のイの(4)､１のロの
(4)､１のロの(4)、２のニ、２のニ、３のニ及び３のニを算定する。

【施設入居時等医学総合管理料】

［算定要件］

注５ 区分番号Ｃ００２の注２から注５まで、注８から注10まで、注14及び注16までの規定は、施設入
居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注３及び同注５中「在宅時医学総
合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。

【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】

［施設基準］

(11) 在宅時医学総合管理料の注16（施設入居時等医学総合管理料の注５の規定により準用する場
合を含む。）に規定する別に厚生労働大臣が定める基準当該保険医療機関の月二回以上訪問診療
を行う患者数が一定数未満であること又は月二回以上訪問診療を行う患者数に占める別表第八の
二若しくは別表第八の三に掲げる患者数が一定割合以上であること。
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重症度の高い患者
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12令和８年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 2026.3.5

機能強化型在支診・在支診の24時間対応体制の厳格化
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在宅療養支援診療所・病院の施設基準にBCP（業務継続計画）の策定・定期的な見直しが追加

【在宅療養支援診療所】

［施設基準］

六 在宅療養支援診療所の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(１) 次のいずれの基準にも該当するものであ
ること。

イ～タ （略）

レ 業務継続計画の策定及び定期的な見直し
を行うこと。

［経過措置］

令和８年３月31日において現に在宅療養支
援診療所又は在宅療養支援病院の届出を
行っている保険医療機関については、令和９
年５月31日までの間に限り、第三の六の（１）
のレに該当するものとする。

※機能強化型（連携型）在宅療養支援診療
所・病院及び機能強化型ではない在宅療養
支援診療所・病院についても同様。
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第三者の利用による24時間連絡体制・往診体制の確保の要件の明確化

1. 24時間連絡体制をコールセンター等に委
託する場合

患者や家族に提供する24時間の連絡先につ
いて、医療機関のスタッフではなくコールセン
ター等（第三者）が一次受けを担う場合は、
以下の対応が必須となる。

• 連絡先がコールセンター等であることを、
あらかじめ患者等に説明しておくこと。

• 医療機関側は、そのコールセンター等か
らの連絡を24時間いつでも受けられる体
制を確保していること。

2. 事前に知らせていない外部の医師等が往
診する場合

• 原則として、24時間往診体制を確保する
にあたっては「往診担当医の氏名や担当
日」を事前に文書で患者に提供する必要
がある。

•  やむを得ない事情で、事前に氏名を伝え
ていない医師（外部の往診代行サービス
の医師など）が往診を行う場合は、以下
の条件を満たさなければならない。

➢ 事前の面談と情報共有

【在宅療養支援診療所】

［施設基準］

六 在宅療養支援診療所の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(１) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ・ロ （略）

ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、そ
の連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当
医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の
施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して
情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。

ホ～タ （略）

１ 在宅療養支援診療所の施設基準

次の（１）から（３）までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。なお、（１）又は（２）
のいずれかに該当するものが、「Ｃ０００」往診料の注１に規定する加算、「Ｃ０００」往診料の注３に規
定する在宅ターミナルケア加算、「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料(I)の注６に規定する在宅ターミナル
ケア加算、「Ｃ００１－２」在宅患者訪問診療料(II)の注５に規定する在宅ターミナルケア加算、「Ｃ００
２」在宅時医学総合管理料、「Ｃ００２－２」施設入居時等医学総合管理料及び「Ｃ００３」在宅がん医
療総合診療料（以下「往診料の加算等」という。）に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生
労働大臣が定めるもの」である。

(１) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24

時間往診できる体制等を確保していること。

ア （略）

イ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、
当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、
事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、
時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接
連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、患者又はその看護を行う家族に提
供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に
説明した上で、当該保険医療機関において当該コールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を
確保していること。

ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の
氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第６
の２に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うことが24時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等
を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。なお、やむを得ない事由により患家に事
前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合であっても、当該往診医は往診日以前に当該保
険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談し、診療方針
等の共有を行っている者に限られるものであり、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体
制の確保には該当しない。

エ～ツ （略）

(２)・(３) （略）

※単独型の機能強化型在宅療養支援病院、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院及び
従来型の在宅療養支援診療所・病院においても同様。
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在宅療養指導管理材料加算 3月に3回の算定に統一化

【在宅療養指導管理材料加算】

［算定要件］

通則１ 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加
算は、第１款各区分に掲げる在宅療養指導管理料の
いずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定す
る場合を除き、３月に３回に限り算定する。

15
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訪問診療薬剤師同時指導料（300点）＜新設＞

（新） 訪問診療薬剤師同時指導料（６月に
１回） 300 点

［算定要件］

（１） 訪問診療を実施している保険医療機
関の保険医が、在宅での療養を行ってい
る患者（施設入居時等医学総合管理料の
対象患者を除く。）であって、通院が困難な
ものに対して、当該患者又はその家族等
の同意を得て、当該患者に対して在宅患
者訪問薬剤管理指導を実施している他の
保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅
療養管理指導を実施している病院、診療
所若しくは保険薬局の薬剤師と同時に訪
問を行うとともに、療養上必要な指導を
行った場合に、６月に１回に限り算定する。

（２） 当該保険医療機関を退院した患者に
対して退院の日から起算して１月以内に
行った指導の費用は、第１章第２部第１節
に掲げる入院基本料に含まれるものとす
る。
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残薬管理（在宅時医学総合管理料）
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在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 へき地診療所

【在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料】

［施設基準］

１ 在宅時医学総合管理料及び施設入居
時等医学総合管理料に関する施設基準

(１) 次の要件のいずれをも満たすもので
あること。

ア （略）

イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、
継続的に訪問診療等を行うことができる体
制を確保していること。ただし、当該保険
医療機関が「へき地保健医療対策事業に
ついて」（平成13年５月16日医政発第529

号）に規定するへき地診療所であって、在
宅医療を担当する医師が、緊急時の連絡
体制及び24時間診療体制の確保におい
て当該へき地診療所と連携するへき地医
療拠点病院又は医療提供機能連携確保
加算を算定する別の保険医療機関におい
ても勤務している場合においては、常勤で
なくても差し支えない。
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在宅医療情報連携加算の見直し
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訪問看護のポイント

物価高騰対応として「訪問看護物価対応料」が新設されます。また、同一建物居住者への訪問については、利用者の人数等に応じた
きめ細かな評価へと見直され、効率性と公平性の観点から適正化が図られます。また包括評価も新設されます。精神科訪問看護にお
いても地域連携を評価する新たな区分が検討されています。

• 「訪問看護物価対応料」の新設:月の初回の訪問時に60円（R9年度は120円）等を加算。

• 同一建物居住者への訪問看護の適正化:

同一建物内の利用者数や訪問回数に応じたきめ細かな評価に見直し、効率性を反映
同一建物居住者への訪問看護について、1日当たりの包括評価体系（包括型訪問看護療養費）の導入

• 地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションの評価：精神科訪問看護利用者等を受け入れ、地域の関係機関
と連携する体制が整備された場合を、機能強化型訪問看護管理療養費において新たに評価する。
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訪問看護に関する診療報酬改定の全体像
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賃上げ/物価対応を除くポイントを記載

2026年度改定における訪問診療領域のポイント

適正な訪問看護提供体制
の構築の推進

同一建物居住者等への訪
問看護の見直し

ニーズに応じた質の高い
訪問看護の推進

ICT・DX
業務効率化

• 看護実施時間の記載
• 運営基準見直し

• 評価細分化
• 包括型訪問看護新設

• 難病/乳幼児等への対応
• 精神科訪問看護の充実

• ICTを用いた連携
• DtoPwithNの推進
• 書面の捺印廃止
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適正な訪問看護の推進【訪問看護計画に沿った看護、訪問看護時間の記録】

短時間・頻回の
訪問看護は認めず

開始時間/
終了時間の記録
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人員および運営に関する基準見直し【キックバックの禁止】

キックバック
禁止
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残薬管理【残薬の確認の記載】

運営基準の見直し
（訪問看護記録への記載）
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【適正な訪問看護推進】

◼ 利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間、人数（以下、指定訪
問看護の日数等）を定めること、定期的な指定訪問看護を実施していない者が指定訪問看護の日数等を
定めることは認められない

◼ 標準の時間（30－90分）を下回る指定訪問看護の実施が、同一日に、同一利用者に複数回、または複
数利用者に行われるなど、頻繁に行われている場合は、指定訪問看護を実施したとは認められない

◼ 訪問看護ステーションで記録・補完が求められる「訪問時間」は「実際の指定訪問看護の開始時刻およ
び終了時刻」である（明確化）

【キックバックの禁止】

◼ 他事業者・その従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することなどにより、利用者
が自己の訪問看護を受けるように誘引してはならない

◼ 利用者に対して「特定の医師を訪問看護の指示を行う主治医とするべき旨、または介護保険サービス事
業者・施設を利用するべき旨」の指示等を行うことの対償として、主治医・介護事業者事業者等から金
品その他の財産上の利益を収受してはならない

【記録の整備】

◼ 指定訪問看護事業者が整備する記録の内容を以下のように明確化するとともに、当該記録は正確かつ最
新の内容を保つよう整備しなければならない旨を明確化する

◼ 残薬にかかる状況の記録を2年間保存をもとめる

運営基準等の改正まとめ

＜訪問看護ステーションが整備する記録＞
• 訪問看護記録書、訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書
市町村等に対する情報提供書、市町村等との連絡調整に関する記録

医師/
介護事業者

訪看ST

金品

× 医師/
介護事業者

訪看ST

金品

×
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単一建物への訪問看護の見直し【訪問看護管理療養費】

重症者割合の
届出不要に
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同一建物への訪問看護の見直し【訪問看護基本療養費Ⅱ】

同一敷地の場合、
訪問人数を通算へ

金額改定
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複数名による訪問看護の見直し【複数名訪問看護加算】

金額改定
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併設・隣接施設への訪問看護評価新設【包括型訪問看護療養費】

緊急時体制
平均120分以上

• 別表７．８/特指示が対象
• 1日に2回以上（日中と夜間1回ず

つ）の訪問看護
• 合計60分以上は3回以上訪問看護
• 責任者が毎日訪問看護計画書を確認

• 基本療養費、管理療養費、複数名/長時間/夜間・早朝/深夜加算
等は包括範囲（併算定不可）
＊ただし、基本療養費（Ⅱ）‐ハ（専門的なケア）は除く
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精神科訪問看護の推進【機能強化型訪問看護管理療養費4】

重症者の受け入れ

1割以上は同一敷
地以外の主治医
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